
新型コロナウイルス感染症に伴うおもな支援策一覧

営業自粛などで
業績が悪化
売上が半減した

2020年度で特に厳しい月(1～12月)の売上が前
年比50%減の場合、年換算した減収額を給付
上限：中小200万円、個人企業100万円
WEB申請 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
パソコン・スマホが無い方、操作がわからな
い方の申請は、後日全国各地にサポート会場
を設置する予定（予約制）
申請期間令和２年５月１日～令和３年１月１５日

持続化
給付金

掲載サイト
経済産業省
持続化給付金コールセンター
℡ 0120-115-570

9:00～17:00(土日祝含む)
https://www.meti.go.jp/covid-
19/index.html#90

従業員に休んで
もらう場合

従業員に
子供がいる場合
フリーランスで
子供がいる場合

休業・時短助成(中小なら最大10分の９※10／10を議論
中)雇用保険加入従業員の平均賃金×協定の休業補償率
もしくは上限8,330円※雇用保険未加入者は別途緊急雇
用安定助成金

小学校等休校で労働者が有給休暇取得の場合
1日あたり8,330円を上限に賃金相当額を助成

小学校等休校で休業したフリーランス
1日あたり4,100円(定額)を助成

雇用調整助成金
・コロナ特例
・緊急雇用安定助成金

小学校休業等
対応助成金

小学校休業等
対応支援金

掲載サイト
厚生労働省
コールセンター ℡0120-60-3999 
9:00～21:00(土日祝含む)
▼様式(雇用調整・緊急雇用安定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun
itsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_
20200410_forms.html
▼申請はガイドブック参照
https://www.mhlw.go.jp/content/00
0625731.pdf

給付
(もらえる)

2020年5月13日時点の情報

新型コロナ
ウイルス感染
症拡大防止
協力金

★１事業者あたり３０万円
（県内に所在する事業所が複数事業所の場合
６０万円）対象業種・非対象業種あり。申請
受付 令和２年５月７日～６月１５日
詳細・申請様式は下記参照
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212

電子申請・郵送・持参による申請
令和２年５月７日～６月１５日
申請サイト：https://s-
kantan.jp/toppage-akita-
t/top/municipalitySelection_initDispl
ay.action

県の要請に応じ
4/25～5/6
休業または
時間短縮営業した

経営維持
臨時給付金

国の持続化給付金対象外となり、かつ、
令和２年２月～４月のいずれか１か月の
売上が前年同期比２０％以上～５０％未満の
事業所に、減少幅に応じ最大２０万円を支給
（２店舗以上運営の場合は最大４０万円）
申請期間：５／１１～８／１１

掲載サイト
大仙市新型コロナウイルス対策支
援相談室（大曲武道館内）
℡0187-63-5050
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2
020050400016/

国の持続化給付
金対象外となり
２０％～５０％
未満の売上減少
となった

詳しくは、大曲商工会議所までお問い合わせください。℡0187-62-1262

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000625731.pdf
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/49212
https://s-kantan.jp/toppage-akita-t/top/municipalitySelection_initDisplay.action
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020050400016/


売上が
前年同月
比５％以
上減少し

た

公庫
無利子・無担保

▼新型コロナウイルス感染症特別貸付
コロナの影響で前年同月比5％以上の売上減少
３年間金利0.9％引下げ３年間実質無利子（要件あり）
限度額6,000万円
運転資金最長１５年返済（内据え置き最大5年）

掲載サイト
https://www.jfc.go.jp/

日本政策金融公庫
秋田支店

℡ 018-832-5641
9:00～17:00
(土日祝除く)

公庫
無担保

▼小規模事業者経営改善資金（マル経）
前年同月比5％以上の売上減少 限度額 別枠1,000万円
3年間金利0.9％引き下げ ７年以内返済据置３年
現在商工会議所の会員（６か月以上）である
小規模事業者に限る

貸付
(かりる)

ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ保証(4・5号)・危機関連保証・・・大仙市企業商工課に認定申請
※４号＝指定地域にて売上前年同月比20％以上減少かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上前年同期比20％以上減少見込
※５号＝指定業種にて最近3か月間の売上高等が前年同期比で5％以上減少
※危機関連＝指定案件に起因して最近1か月間の売上前年同月比15％以上減少かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上前年同期比15％以上減少見込。
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020050700123/#セーフティネット

秋田県
無担保
一部無利子
無保証料

掲載サイト
秋田県
https://www.pref.akita.lg.jp
/pages/archive/47236#loan

通常の経営安定資金とは別枠の経営安定資金
▼新型コロナウイルス感染症対策枠
直近３か月の売上が前年同期比減少
限度額5,000万円 １０年以内 据置２年
金利1.35％（セーフティネット４号1.15％）保証料0.35%～1.40％
（セーフティネット４号0.68％ ５号0.56％）
▼危機関連枠
最近１か月の売上前年同期比15％以上減少かつ、その後の２か月
を含む３か月の売上前年同期比15％以上減少見込
限度額5,000万円（上記コロナ枠と別枠）
１０年以内 据置２年 金利1.15％ 保証料なし
▼危機対策枠
最近１か月の売上前年同期比5％以上減少かつ、その後２か月を
含む３か月の売上前年同期比5％以上減少
限度額3,000万円 １０年以内 据置５年
保証料なし ３年間金利なし
４年目以降危機関連保証・4号1.15％ ５号1.35％

売上が
前年同期
比５％～
２０％

以上減少
した

ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ
保証

(4・5号)
または

危機関連保証
必要 掲載サイト

大仙市
https://www.city.daisen.lg.j
p/docs/2020050700123/

▼大仙市中小企業振興資金(マル仙緊急対策)
セーフティネット保証４号又は５号の認定を受けている事業者
2,000万円 保証料なし 金利0.5％市負担 １０年以内据置１年

▼経営維持特別小口融資関連事業（マル仙再興支援）
３００万円 上記マル仙緊急対策とはさらに別枠 金利・保証料無し
１０年返済 据置３年
セーフティネット４号・５号、危機関連保証の認定が必要

大仙市
無担保・無
保証料
一部無利子

https://www.jfc.go.jp/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/47236#loan
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020050700123/


法人税や消費税など
の納税が難しい

法人税
消費税

収入が減少(前年同月比▲20％以上)した
事業者は、
無担保かつ延滞税なしで納税を猶予

各地域の税務署
大曲税務署
℡ 0187-62-2191

社会保険料が支払え
ない

健康保険料
厚生年金保険料

事業の休止や著しい損失があった場合に
納付を猶予

健康保険協会・組合
日本年金機構

大曲年金事務所
℡ 0187-63-2296

猶予
(支払延長) 固定資産税

2020年の2月～10月の任意の連続3か月の
売上が前年同月比減少率30％以上の場合
来年2021年度分½～全額減免。2020年は
納税猶予可能。

減免→大仙市税務課
猶予→大仙市債権管理課
℡ 0187-63-1111

今年の固定資産税支
払い猶予、来年は減
免したい

飲食店
ホテル
旅館等
向け

大仙エール飯
スタート
アップ事業

新型コロナの影響を受ける市内の飲食店
やホテル・旅館等のテイクアウトを応援。
テイクアウト・デリバリーに必要な消耗
品（容器・箸・おしぼり等）や広告費に
対し補助する。
補助率：１０／１０
上限：５万円
申請期間：令和２年５月１１日～令和3
年3月1日

掲載サイト
大仙市
℡ 0187-63－1111
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/
2020050700062/
メール申請可能

支援
事業

飲食店プリペ
イドチケット
支援事業
（実施予定）

有効期間内にそのお店での食事代として利
用できる飲食店のプリペイドチケットの前
売りを支援。テイクアウトでも利用可。チ
ケット印刷等準備は大曲商工会議所と大仙
市商工会が行う。
内容：５千円（１千円×５枚綴り）
お店への配布開始時期：６／１～（予定）
販売方法：参加店舗での店頭販売
有効期間：７／１～１２／３１

大曲商工会議所
（旧大曲市内管轄）
℡ 0187-62-1262

大仙市商工会本所
（旧大曲市以外の地域）
℡ 0187-75-1041

https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020050700062/
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